
第１３８号議案 

 

     八王子市下水道条例の一部を改正する条例設定について 

 

 八王子市下水道条例の一部を改正する条例を次のとおり設定するものとする。 

 

  令和元年１１月２９日 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

 

 

   八王子市下水道条例の一部を改正する条例 

 八王子市下水道条例（昭和４１年八王子市条例第９号）の一部を次のように改

正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

目次 目次 

 第１章 （略）  第１章 （略） 

 第１章の２ （略）  第１章の２ （略） 

 第２章 排水設備の設置等（第５条―第１

０条の１３） 

 第２章 排水設備の設置等（第５条―第１

０条の１２） 

 第３章 （略）  第３章 （略） 

 第４章 （略）  第４章 （略） 

 第５章 （略）  第５章 （略） 

 附則  附則 

  

 （指定の基準）  （指定の基準） 

第１０条の３ 市長は、前条第１項の規定に

より指定の申請をした者が次に掲げる要件

を満たしているときは、八王子市排水設備

工事指定工事店として指定するものとす

る。指定の更新の場合も、同様とする。 

第１０条の３ 市長は、前条第１項の規定に

より指定の申請をした者が次に掲げる要件

を満たしているときは、八王子市排水設備

工事指定工事店として指定するものとす

る。指定の更新の場合も、同様とする。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 営業所に専属する第１０条の８に規定

する排水設備工事責任技術者を、１名以

上置くこと。 

 ⑵ 営業所に専属する第１０条の７に規定

する排水設備工事責任技術者を、１名以

上置くこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、前条

第１項の規定により指定の申請をした者

（法人にあつては、その代表者）が次の各

号のいずれかに該当するときは、八王子市

排水設備工事指定工事店の指定をしてはな

らない。指定の更新の場合も、同様とす

２ 市長は、前条第１項の規定により指定の

申請をした者（法人にあつては、その代表

者）が次の各号のいずれかに該当するとき

は、八王子市排水設備工事指定工事店の指

定をしてはならない。指定の更新の場合

も、同様とする。 



る。 

 ⑴ 精神の機能の障害により排水設備等の

新設等の工事の事業を適正に営むに当た

つて必要な認知、判断及び意思疎通を適

切に行うことができない者 

 ⑴ 成年被後見人又は被保佐人 

 ⑵ 破産手続開始の決定を受けて復権を得

ない者 

 ⑵ 破産者であつて復権を得ないもの 

 ⑶ （略）  ⑶ （略） 

 ⑷ 第１０条の７の規定により指定を取り

消され、その取消しの日から２年を経過

しない者 

 ⑷ 第１０条の６の規定により指定を取り

消され、その取消しの日から２年を経過

しない者 

 ⑸ （略）  ⑸ （略） 

   

 （指定工事店証の交付）  （指定工事店証の交付） 

第１０条の４ （略） 第１０条の４ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 八王子市排水設備工事指定工事店は、次

の各号のいずれかに該当することとなつた

ときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返

納しなければならない。 

３ 八王子市排水設備工事指定工事店は、次

の各号のいずれかに該当することとなつた

ときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返

納しなければならない。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

 ⑶ 第１０条の７の規定により指定の効力

を停止され、又は指定を取り消されたと

き。 

 ⑶ 第１０条の６の規定により指定の効力

を停止され、又は指定を取り消されたと

き。 

 ⑷ （略）  ⑷ （略） 

４ （略） ４ （略） 

  

 （変更の届出等）   

第１０条の６ 八王子市排水設備工事指定工

事店は、営業所の名称及び所在地その他市

規則で定める事項に変更があつたとき、第

１０条の３第２項第１号若しくは第２号の

いずれかに該当するに至つたとき、又は排

水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、

休止し、若しくは再開したときは、市規則

で定めるところにより、その旨を市長に届

け出なければならない。 

 

  

 （指定の停止又は取消し）  （指定の停止又は取消し） 

第１０条の７ （略） 第１０条の６ （略） 

  

 （排水設備工事責任技術者）  （排水設備工事責任技術者） 

第１０条の８ （略） 第１０条の７ （略） 

  

 （登録の申請等）  （登録の申請等） 

第１０条の９ （略） 第１０条の８ （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 市長は、第１項の規定により登録の申請

をした者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、排水設備工事責任技術者の登録を

してはならない。登録の更新の場合も、同

５ 市長は、第１項の規定により登録の申請

をした者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、排水設備工事責任技術者の登録を

してはならない。登録の更新の場合も、同



様とする。 様とする。 

 ⑴ 精神の機能の障害により排水設備工事

責任技術者の職務を適正に営むに当たつ

て必要な認知、判断及び意思疎通を適切

に行うことができない者 

 ⑴ 第１０条の３第２項第１号から第３号

まで又は第５号に該当する者 

 ⑵ 破産手続開始の決定を受けて復権を得

ない者 

 

 ⑶ 第８条第１項の規定による届出がなさ

れていない排水設備等の新設等の工事を

施行した者であつて、当該事実のあつた

ときから２年を経過しないもの 

 

 ⑷ その業務に関し不正又は不誠実な行為

をするおそれがあると認めるに足りる相

当の理由がある者 

 

 ⑸ 第１０条の１２の規定により登録を取

り消され、その取消しの日から２年を経

過しない者 

 ⑵ 第１０条の１１の規定により登録を取

り消され、その取消しの日から２年を経

過しない者 

６ 排水設備工事責任技術者又はその法定代

理人若しくは同居の親族は、当該排水設備

工事責任技術者が精神の機能の障害を有す

ることにより認知、判断及び意思疎通を適

切に行うことができない状態となつたとき

は、市長にその旨を届け出なければならな

い。 

 

  

 （責任技術者証の交付）  （責任技術者証の交付） 

第１０条の１０ （略） 第１０条の９ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 排水設備工事責任技術者は、次の各号の

いずれかに該当することとなつたときは、

遅滞なく市長に責任技術者証を返納しなけ

ればならない。 

３ 排水設備工事責任技術者は、次の各号の

いずれかに該当することとなつたときは、

遅滞なく市長に責任技術者証を返納しなけ

ればならない。 

 ⑴ 第１０条の１２の規定により登録の効

力を停止され、又は登録を取り消された

とき。 

 ⑴ 第１０条の１１の規定により登録の効

力を停止され、又は登録を取り消された

とき。 

 ⑵ （略）  ⑵ （略） 

４ （略） ４ （略） 

  

 （排水設備工事責任技術者の義務）  （排水設備工事責任技術者の義務） 

第１０条の１１ （略） 第１０条の１０ （略） 

  

 （登録の停止又は取消し）  （登録の停止又は取消し） 

第１０条の１２ 市長は、排水設備工事責任

技術者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、６月を超えない範囲内で期間を定め

て登録の効力を停止し、又は登録を取り消

すことができる。 

第１０条の１１ 市長は、排水設備工事責任

技術者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、６月を超えない範囲内で期間を定め

て登録の効力を停止し、又は登録を取り消

すことができる。 

 ⑴ 第１０条の９第５項第１号又は第２号

の欠格事由に該当するに至つたとき。 

 ⑴ 第１０条の３第２項第１号又は第２号

の欠格事由に該当するに至つたとき。 

 ⑵～⑷ （略）  ⑵～⑷ （略） 

  



 （水質管理責任者の選任等）  （水質管理責任者の選任等） 

第１０条の１３ （略） 第１０条の１２ （略） 

  

 （手数料）  （手数料） 

第２９条 市長が徴収する手数料は、次に掲

げる申請を行う者から、これを徴収する。 

第２９条 市長が徴収する手数料は、次に掲

げる申請を行う者から、これを徴収する。 

 ⑴～⑶ （略）  ⑴～⑶ （略） 

 ⑷ 第１０条の９第１項の規定に基づく排

水設備工事責任技術者の登録 １件につ

き ３，０００円 

 ⑷ 第１０条の８第１項の規定に基づく排

水設備工事責任技術者の登録 １件につ

き ３，０００円 

 ⑸ 第１０条の９第４項の規定に基づく排

水設備工事責任技術者の登録の更新 １

件につき ３，０００円 

 ⑸ 第１０条の８第４項の規定に基づく排

水設備工事責任技術者の登録の更新 １

件につき ３，０００円 

 ⑹ 第１０条の１０第４項の規定に基づく

責任技術者証の再交付 １件につき １

，０００円 

 ⑹ 第１０条の９第４項の規定に基づく責

任技術者証の再交付 １件につき １，

０００円 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

  
附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


